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          第２５採択地区教科用図書採択協議会長 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、受付で氏名及び住所を記入し、係員の指示に従っ

て会議の会場に入室してください。  

（２）傍聴人数の定員制限はありません。人数が多い場合は、立ち見となる場合があ

ります。 

 

 

２ 会議の秩序の維持  

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。  

（２）傍聴者が３の規定に違反したときは、会長が注意し、なおこれに従わないとき

は、退場していただく場合があります。  

 

３ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項  

傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、静粛を旨とし、次の事項をお守りくださ

い。  

（１）会議における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。  

（２）騒ぎ立てる等議事の妨害をしないこと。  

（３）飲食又は喫煙をしないこと。  

（４）みだりに席を離れないこと。  

（５）携帯電話等の通信機器を使用しないこと。  

（６）会場における写真撮影、録画及び録音は、協議会の会長の許可を得たときに、

行うことができる。  

（７）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。  

 

４ 議事中における傍聴者の退場  

議事の途中において、会長が傍聴を禁じたときは、会場から退場していただく場合

があります。 

 


